
 

ペダルまたはハンドル・クランクを用い、かつ、人力により運転する２輪以上の車（ただし、レールにより

運転する車、身体障害者用車椅子及び幼児用の３輪以上の車は除く）およびその付属品をいいます。

電動アシスト自転車などの補助動力付自転車は含まれます。 

本人が会社から帰宅する為、駅から自転
車を利用中に転倒。大腿骨骨折で入院。  
※ただし、自転車本体の損傷は補償の対象外です。 

子どもが自転車と接触。相手は頭部打撲
で死亡。  
※被保険者に法律上の賠償責任が発生しない場合には保険金の
お支払い対象にはなりません。 

 

 

 

保険金請求手続きは専門担当者が対応します。１０万円以下の保険金請求は、原則診断書は不要（傷害部分） 

 注意  保険開始日（効力発生日）の７月１日時点で、満８1歳以上の方は、加入申込者と指定被保険者本人にはなれません。 

       死亡・後遺障害保険金は、自転車による事故の場合のみ「自転車による事故」と「交通事故全般」の保険金が合算して支払われます。 

支払限度額 

※ 表は年間契約例 
※ ① 国内のみ補償、② 国内外補償 
※ 事故の日からその日を含めて

180日以内となります。 

① 

１事故につき（自己負担額なし） 

１事故につき（自己負担額なし） 

妻が歩いているときに自転車にぶつけ
られ、頭部打撲し死亡。 

妻がデパートで買物中、誤って高価な
商品をこわしてしまい損害賠償。  
※被保険者に法律上の賠償責任が発生しない場合には保険金の
お支払い対象にはなりません。 

 

★ 東京地区は、本制度とは別制度の自転車保険を実施しています。 


